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第1章 分類および定義と真珠の品種別呼称 

第 2 章 命名法 



真珠の定義および命名法に関する規定 

 第1章 分類および定義と真珠の品種別呼称  

1－1 分類 

装飾用に供せられる真珠は生成起源により以下のように分類される。 

ａ． 天然真珠 

ｂ． 養殖真珠 

 

1－2 定義 

｢真珠｣とは生きた貝の体内で形成される代謝生産物であって、かつその外観し得る部

分の構成物質が真珠母貝の貝殻真珠層と等質であるものをいう。例外的に真珠層構造

を持たないものもある。 

1－2－1 天然真珠 

生きた貝の体内でいかなる人為的な介在要因も含まずに形成された真珠。

天然真珠はその形成メカニズム、特徴により以下に区分する。 

1） 真珠層構造を有する天然真珠 

ａ． 天然真円真珠 

偶発的な契機により、生きた貝の体内で真珠袋(パールサック)が形成され、

その中で形成されたもので、表面全体が真珠層構造で覆われているもの。 

注：真珠業界の慣用語で「真円」とは形状ではなく全体が真珠層で覆われている

真珠を指す。 

 

ｂ． 天然ブリスター真珠 

偶発的な契機により、生きた貝の体内で真珠袋(パールサック)が形成され、

その中で形成された真珠が貝殻内面真珠層に付着したまま真珠層で覆われる

ことにより、貝殻内面真珠層に瘤状に形成された天然真珠。 

ｃ． 天然ブリスター 

貝殻と外套膜の間への異物の混入、あるいは海綿、寄生虫などの生物が穿っ

た貝殻の穴の修復により、貝殻内面真珠層に瘤状に形成されたもの。瘤状部

分の表面は真珠層で覆われているが、内部が真珠層構造で構成されている

か、空洞状であるかは問わない。 
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２） 真珠層構造を有しない天然真珠

巻貝や二枚貝等の天然真珠 

偶発的な契機により、ピンクガイ（Strombus gigas）やハマグリ等の真珠層

を持たない貝の体内で真珠袋(パールサック)が形成され、その中で形成され

たもので、表面全体が非真珠層で覆われているもの。 

1－2－2 養殖真珠 

生きた貝の体内で、人為的な介在要因により形成されたもので、その外観し得る表面 

全体あるいは主要部分が真珠層構造で覆われているもの。貝体内への人為的な介在は

真珠の形成契機を与えるのみであり、また形成物は貝体内で生産される天然物のみで

あること。養殖真珠はその形成メカニズム、特徴により、以下に区分する。 

1） 真円養殖真珠 

生きた貝の体内に、移殖外套膜小片(ピース)起因の真珠袋（パールサック）を形

成させ、その袋内で形成させた、外観し得る表面全体が真珠層構造で覆われてい

るものを指す。 

注：真珠業界の慣用語で「真円」とは形状ではなく全体が真珠層で覆われている

真珠を指す。 

 

ａ． 有核養殖真珠 

生きた貝の体内に貝殻真珠質または真珠層を形成し得る物質から成る核及び

外套膜小片（ピース）を人為的に挿入することにより、核の周囲に真珠袋 

（パールサック）が形成され、その袋内で核表面に真珠層が形成されたもの

で、外観し得るその表面全体が真珠構造で覆われているもの。 

 

ｂ． 無核養殖真珠（ケシと呼ばれる海水産養殖真珠を含む） 

生きた貝の体内に真珠貝の外套膜小片（ピース）のみを人為的に挿入するこ

とにより、貝体内に真珠袋（パールサック）が形成され、その袋内で形成さ

れたもので、外観し得る表面全体が真珠層構造で覆われているもの。 

 

２） 養殖半形真珠（養殖ブリスター） 

半形状（3/4形状も含む）の核を人為的に外套膜外面上皮細胞に密着するように

貝殻に固着することにより、核表面に真珠層構造が形成され、外観し得る表面が

真珠層構造で覆われたもの。養殖時に使用された核が養殖後も真珠中に残るか、

あるいは除去され他の物質に置換されるか否かは問わない。なお、天然真珠ある

いは真円養殖真珠に切断、研削等の加工を加え、真珠形成後半球状または3/4形

状に整形したものはこの範疇外とする。 

スリークォーターとは3/4形状あるいは球状の核を使用して作られたものを指す。 
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３） 養殖ブリスター真珠 

人為的な介在要因により、生きた真珠貝の体内で真珠袋（パールサック）が形成

され、その中で形成された真珠が貝殻内面真珠層に付着したまま真珠層構造で覆

われることにより、貝殻内面真珠層に瘤状に形成された養殖真珠。 

1－2－3 模造真珠(イミテーション) 

模造真珠とは、天然の物質を使用していても、天然真珠または養殖真珠の物理的、化

学的特性を有することなく、その外観、色、特徴を模して全部あるいは一部を人工的

に作ったものである。また表面層が貝の体内で分泌された自然の形成物で構成されな

い限り、いかなるものも、たとえ外観が真珠様のものであっても模造である。 

１－3 真珠の産出母貝または品種別の呼称 
天然真珠または養殖真珠の産出母貝がその外観特徴や鑑別手段で容易に判別できる場

合、その産出母貝名または品種名で呼称できる。 

1－3－1 海水産真珠の呼称 

海水産天然真珠または海水産養殖真珠の産出母貝名または品種別の呼称 

ａ-1. 天然真珠（母貝が判別出来る場合は産出母貝名または品種名を使用できる）ア

コヤ天然真珠 

シロチョウ天然真珠

クロチョウ天然真珠

マベ天然真珠 

アワビ天然真珠

コンク天然真珠 

ホースコンク天然真珠

メロ天然真珠 

タイラギ天然真珠 

スキャロップ天然真珠

クォホッグ天然真珠 

a-2. 天然真珠（母貝が判別出来ない場合は天然真珠のみを使用する）

天然真珠 

天然ブリスター真珠

天然ブリスター 
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b-1. 養殖真珠（母貝が判別出来る場合は産出母貝名または品種名を使用できる）

アコヤ養殖真珠 

シロチョウ養殖真珠 

シロチョウ養殖半形真珠 

シロチョウ養殖スリークォーター真珠

シロチョウ養殖ブリスター真珠 

クロチョウ養殖真珠 

クロチョウ養殖半形真珠 

クロチョウ養殖スリークォーター真珠

クロチョウ養殖ブリスター真珠 

マベ養殖真珠 

マベ養殖半形真珠 

マベ養殖スリークォーター真珠

マベ養殖ブリスター真珠 

アワビ養殖真珠 

アワビ養殖半形真珠 

アワビ養殖ブリスター真珠 

b-2. 養殖真珠（母貝が判別出来ない場合は養殖真珠のみを使用する）

養殖真珠 

養殖ブリスター真珠

養殖ブリスター 
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1－3－2 淡水産真珠の呼称 

淡水養殖真珠または淡水天然真珠の品種別呼称。淡水真珠は真珠を産出する母貝の種

類が多く真珠養殖時にはピース等を異種間で移殖する場合もある故、産出母貝の表記は

行わないが、品種を特定できる場合は表記を可とする。 

天然真珠 

淡水天然真珠 

淡水天然ブリスター真珠

淡水天然ブリスター 

養殖真珠 

淡水養殖真珠 

淡水養殖ブリスター真珠

淡水養殖ブリスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 参考資料 
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CIBJO パールブック（2015 年改訂版） 

真珠の科学 和田浩爾著（1999 年 3 月 20 日） 
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2－1 表記 

第１章で定める分類に基づき、以下のような表記を行う。 

2－1－1 天然真珠 

真 珠 名 真珠の産出母貝または品種別の呼称参照 

母貝が特定できる場合は母貝名に続き〈天然〉の接頭語を冠する。

開示コメント 加工処理が明らかな場合は処理内容を明記する。 

2－1－2 養殖真珠 

真 珠 名 真珠の産出母貝または品種別の呼称参照 

母貝が特定できる場合は母貝名に続き〈養殖〉の接頭語を冠する。

開示コメント 加工処理が明らかな場合は処理内容を明記する。 

2－2 真珠の加工及び処理の定義 

真珠にはさまざまな加工及び処理が施される場合がある。 

2－2－1 潜在的に有する美しさを引き出す加工 

ａ．前処理 

漂白前に行う有機溶剤等を用いて色調の安定や光沢を改善すること。 

ｂ．漂白 

真珠層構造を損なわず内部に含まれる色素等を除去すること。 

ｃ．調色＊ 

真珠が本来持つ干渉色を補完する目的で、色調を軽度に改善（rose tint）する

こと。 

＊「調色」とはアコヤ養殖真珠の加工処理などで生まれた独特の慣習用語。 
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第２章 命名法 



2－2－2 真珠が有する本来の性質とは関係なくその色や外観を変える加工 

ａ．染色 

天然または合成染料等を用い、真珠が有する本来の性質とは関係なくその色

や外観を変えること。 

ｂ．着色 

化学薬品等染料以外の物質により、真珠が有する本来の性質とは関係なくそ

の色や外観を変えること。 

ｃ．放射線照射 

放射線（主としてγ線）を照射し、真珠層あるいは核の色を改変すること。 

ｄ．還元漂白剤および蛍光増白剤などによる加工 

還元漂白剤等により真珠に過度の漂白 ( 脱色 ) を行うことや、蛍光増白剤に

よる加工を行うこと。 

ｅ．張り合わせ加工 

真珠を切断し張り合わせ加工を行うこと。 

2－2－3 半形真珠（3/4 形状を含む）の加工及び処理 

ａ．養殖半形真珠 

半形状の核 ( プラスチック等 ) を貝殻の内面に接着し、真珠層が覆った後にく

り抜き、核及び不純物等を除去して樹脂等を充填し、貝殻等で作った蓋をして半形

に加工したもの。 

ｂ. 養殖半形真珠（母貝付き） 

半形状、3/4 形状、球状等の核 ( プラスチック等 ) を貝殻の内面に接着し、真珠

層が覆った後くり抜かず、貝殻をそのまま利用して整形加工したもの。 

ｃ．養殖スリークォーター真珠 

3/4 形状あるいは球状の核 ( プラスチック等 ) を貝殻の内面に接着し、真珠

層が覆った後くり抜き、不純物等を除去して貝殻等で作った蓋をし球形に加

工したもの。 
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2－3 真珠の加工及び処理と個別開示の表記 

ａ． 前処理、漂白、調色等 

前処理、漂白、調色等が真珠に行われている場合は、「潜在的に有する美し

さを引き出す真珠特有の加工が行われています」の開示コメントが表記され

る。 

ｂ． 色の改変 

脱色や加熱等により真珠本来の実体色とは異なる色調に改変されている場合

には、「色の改変を目的とした加工が行われています」の開示コメントが表

記される。 

ｃ． 半形真珠（3/4形状を含む）の加工及び処理 

半形真珠に加工されているものは「半形真珠特有の加工」の開示コメントが

表記される。 

ｄ． 染色、着色、放射線照射等 

染色、着色、放射線照射等が真珠に行われている場合は「着色処理が行われ

ています」の開示コメントが表記される。 

ｅ． その他、特別の処理 

その他、真珠に特別の加工及び処理が施されている場合は、その処理内容を

表記する。 

例） ファセット・カットされた真珠 

⇒ 形状欄：ファセッテッド・○○○・シェープ

裏面の研磨された真珠 

⇒ 形状欄：○○○・シェープ（裏面研磨）カット、 

ハーフ・カット、カット・スリークォーターの何れかを入れる。

キズ取り、形成された真珠 

⇒ その他コメントに“研磨による形成が行われています”を記載する。

張り合わせ加工が行われた真珠 

⇒   開示コメントに“張り合わせ加工が行われています”を記載する。

プラスチックや貝殻等で出来た真珠の模造品については「模造真珠」

あるいは「模造石」の記載をする。 
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